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指定自立支援医療機関が、正当な理由がなく、第６６条第１項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、もしくは虚偽の報告

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する自立支

援医療費の支払を一時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

対応

区分 
１ 聴聞の実施 
② 弁明の機会の付与 

処理 
機関 
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